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第
一
章

福
祉
・
厚
生

第
一
節

国

民

年

金

国
民
年
金
制
度
は
昭
和
三
六
年
に
施
行
さ
れ
て
以
来
二
五
年
を
迎
え
た
今
日
、
社
会
的
に
老
齢
化
時
代
の
到
来
と
若
者
の
減
少
に
よ

り
年
金
受
給
者
の
増
加
に
よ
っ
て
、
年
金
制
度
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
る
現
状
と
な
っ
た
。

拠

出

&
巾

拠
出
制
年
金
は
被
用
者
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人
(
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
以
外
)
が
保
険
料
を
納
付
し
老
後
に
備
え
る
も
の

で
あ
る
が
、

そ
の
始
期
は
満
二

O
歳
に
な
っ

た
と
き
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。

福祉・厚生

保
険
料
に
お
い
て
は
三
四
年
の
発
足
当
初
は
一
か
月
一

O
O
円
で
あ

っ
た
も
の
が
、

そ
の
後
の
ス
ラ
イ
ド
制
の
採
用
に
よ
っ
て
五
九

年
度
に
は
、
六
二
二

O
円
と
な
り
実
に
六

O
倍
以
上
と
な
っ
た
(
表
2
1

一
方
保
険
料
の
増
額
に
よ
っ
て
納
付
の
免
除
を
希
望
す
る
か
た
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る

(表
1
1

第 1章

ま
た
保
険
料
が
増
加
す
る
反
面
、
給
付
金
額
に
お
い
て
も
受
給
対
象
者
の
増
加
に
し
た
が
い
、

四
八
年
に
は
わ
ず
か
二
ニ
四
八
万
六
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三
八
八
円
で
あ
っ

た
も
の
が
一

O
年
後
の
五
八
年
で
は
、
二
億
九
三
一
万
一
二

O
O円
(
美
川
村
民
一
年
間
受
給
総
額
)
と
な
っ
た
(表



表

国
民
年
金
保
険
料
免
除
者
の
推
移

五五五五五 五 五五五。 回四 |年
八七六五四 三 二一 九八 度

愛

五O 六四 O四 三八 三七 三六 三四 三三 三二 三五 三回

媛
六五回三二三七 O 二二 O
九六五三 O 五二五八 O 五
三 四 九 八 八 四 一三七二 三 県

人

美
一一 一一一一一一一一一 JII 六五四三四四四四五四 六
七三九六四六二八五二五 村

A 

村県
o 0 0 0 0 000  0 0 0 のに

三三三三三。四四四四。四四
割合対す

三三 七五九 一五八 八 る
% 

で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
省
く
こ
と
に
し
た
い
。

3
)
。
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年
金
は
原
則
的
に
は
六
五
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の

で
あ

る

が
、
本
人
の
希
望
に
よ
っ
て
は
六

O
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
た
め

(支
給
額
は
少
な
い
)
繰
上
げ
支
給
を
希
望
す
る
人
も

少

な
く

な

し、。

無
拠
出
制
国
民
年
金
制
度

(福
祉
年
金
制
度
)

拠
出
制
国
民
年
金
の
ほ
か
に
無
拠
出
国
民
年
金
制
度
、
す
な
わ

ち
保
険
料
を
納
付
し
な
い
で
年
金
給
付
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
次
の
四
種
類
と
な
る
。

付
老
齢
福
祉
年
金

ω障
害
福
祉
年
金

同
母
子
福
祉
年
金

制
準
母
子
福
祉
年
金
で
あ
り
詳
し
く
は
、
既
に
美
川
村
二
十
年
誌

各
種
福
祉
年
金
額
の
推
移
に
つ
い
て
は
、

一
人
年
額
で
四

O
年
と
五
八
年
と
を
対
比
す
る
と
、
実
に
一
八
年
間
で一

O
倍
と
な
っ
た

四
九
年
を
ピ

1
ク
に
下
降
を
た
ど
り
金
額
に
つ

い
て

(表
4
)
。
ま
た
村
内
の
福
祉
年
金
受
給
総
額
に
お
い
て
も
件
数
に

つ
い
て

は
、

は
、
五
五
年
の
九
九
四
九
万
八
千
余
円
を
ピ

l
ク
と
し
、
こ
れ
も
そ
の
後
減
少
の
傾
向
に
あ
る
。



表
2 

一
四
九
、
一
一
五

O
、
一

一
五
一

、
四
一
五
一一
、
四
一
五
一
ニ
、
四
一
五
四
、
四
一
五
五
、
四
一
五
六
、
四
一
五
七
、
四
一
五
八
、
四
一
五
九
、
四
一

一

九

c
o
l

-、一
0
0

円
一

一、
四C
C

円
一
二
、ニ0
0

円
一
ニ
ヰ一
一一O
円
一
一
一
三
一
c
c
円
一
一
三
さ
円一

R
ED
D
-
z、
ニニ
O

円
一
豆
、
八一
一一C
円
一
六
二
一
ニ
O

円
一

年

月

保

険

料

表

拠
出
制
年
金
受
給
者
の
状
況

福祉・厚生

五 五五五五五五五五。 回
八七六五四三二一 九

ヨjO三u Zヨ巨ま耳 三C八丘コ ，二四tr1 z四EE耳 OC区コ耳 三五E三耳 ‘二ノ回丸二 一二C一三 五一二-二件

件

年齢金通算老
九五三 四三 八五 三 一一件 数

一一一一一
年二ノ二九、 三フE可己、 フE可E、 三二三二、 ー→ーゴ、 ZノE丈、 ::::、a 三:tt.三、 三E三耳、 ー三E一E 、

フフノ守句丸、 二Yフ二可b、 一c一コニ、 フ4CD句ゴ、 三フ二三二匂、 三フ-宮t可己、r ニ--bbニ、 〆f匡耳uu、 三CEコ三コ、 三二フ区三可、 金

CノCDコ1 三CC三ココ 二CCコ二D CCCDコ3 ニCC二ココ CC区DD耳 フECココ可 仁E匡ココ耳 一ニC一エコ フjニ二可~I ロコJ 額

件

九六五三五 二一 九占 四件 数

件

- ・ -・ ・・・・・・d・ー ・圃圃園開~・ー ・・・・・・4・ ・・・・・・ ・・・・・・4・b ・・・・・・4・ー ・・・・・・

数ーニ ニ.=.. .=..ニ ニ Z 五件

〆、Hー回ノ、 、fF】-ノ、 、fFー¥ノ /¥H 戸J、 L〆FーJ、 寡fLJ「 寡L〆戸ノ、¥/遺ーーノ¥寡L〆ーJ、遺¥〆甲ーノ、 F 遣L〆戸J、 件

年金遺寡婦児

九七八八六三 一 一 一 = 四 回件 数

フ一句、 ヨ一三、 2一Z、 ニ一ニ、 一yt.、 一ノ丸、 一フ句、 三一三、 ー二二、 yt. 、 年

三豆CEコ三E、 フヨノ句1三、 Z三/E正l、 フ二ノ二句1、 三フjE句u、 C4Eコ耳ゴ、 CフCココ可、 フニノニ可l、 jフ区句耳u、 ヨj区耳三u 、 金

ζ仁区ココ田 →CCコゴコ 亡ζCコココ 三CC三DD ヨCCDコ王 二CC二Dコ fCCココu 三C亡三ココ 二Cc二ココ 二CE二コ耳F口 額

件 死

=. =ーニ ニ 九 三 七 回 一件 数 亡

年
一

F区t耳r、 三=二三、 フ臣耳匂、 フlZl1匂、1 ヨー三、 フY句b、 フC可コ、 Ff可I、 2y三u 、 金
時

c CCココ o Cc Cココ ζo 亡ココ Cc CコD ヨEcつ玉 cCoココ CcEココ ζEoココ ヨoC王コ円
額

金

Cj一コu、 一〆cUコ、 一一4ゴ一、 一プ区田ミ、Z 三一4三t、 三-Cコ三、 4ノ丸ゴ、 フ→可ゴ、 プIl<ヲ、耳 主ニニ主、
メ口』

三一一三一一、 ヨy互三主u、 ノjC1コu、 三E区耳耳三、 三=ノ三ニ1、 2fプ'"ミ、ミ ，ECt耳コf、 三アノ、三可、 Zf匡E耳u己、 三寸C三コゴ、

=o 亡コ二 Cc 亡ココ ニcC二コ 三oC三コ Fc Eコtr -o 亡-コ 2c Cコ三 -o Eコb'" 三e3三二 三ニE三耳円 言十
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表
4 

福
祉
年
金
額
の
改
正
経
過

準.ID.母障老種 i準主l母障老種

芋子害 齢 学子害齢

福 福

祉祉
I! I! " 11 I! I! I! 
年 年

金別 金別

=コ コ一五一一一 四

333i 1555i i 
三四 三四 O四 二七 五五年 一八一八一ー四 五年の

三三五 O 一七七六四一

3353i S533! 
一一一五 五

ニ七ニ七三四一八 年 一一四六 年

353i一i昔t、S、5、i、0i 
三三 四三五品 五

九九五 O 七年九分方月ミ 三三長八 年、 、、 四四 QQ 八

五
ココ四=八一一一一五

二九二九五二 O一 年一 五八五九七八九 寸云

355523353j 

表

福
祉
年
金
受
給
者
状
況

和昭

五五五五五五五五五。 四
八七六五四三二 一 年九

福老

二二二三三三三四四四
祉

四五九二六八九九一五九O 年
三七二七二八 七一 金i胎

福障

祉

四四四五五五五五六五 年

二四七三五九五六一八 金害

福母

祉

年

000000000二 金子

福準

祉年母

0000000000 金子

ムロ

二=三三四四四四五五 件
八 O三八一四五七一五。
五一九 O七七四三二 数

八九九九九 九八七七四 三 支

六四八 二七 三三五 九

六一八四四四七三一 O 払

三九 O九三 一五四八三
五八二八四 四 七 三 三 七

金

三五五三八一 00六六
三九一一一六。四 一 七九

額0六四一三四 四三三
円
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表
役

町主
美
川
村
民
生
児
童
委
員
と
担
当
地
区
〈
一
五
名
)

名

民
生
児
童
委
員
総
務

p

副
総
務

民

生

児

童

委

員

I! I! I! I! I! I! 

福祉 ・厚生

生
活
保
護
世
帯
の
世
話
、

第 1章

名

沢
渡
全
域

有
枝
全
域

田
野
浦
大
谷
川
下

日
野
浦
大
谷
川
上

大
川
全
域

上
黒
岩
全
域

七
鳥
、
西
古
味

中
黒
岩
全
域

仕
出
、
筒
城
、
高
山
、
み
の
川

中
村
、
水
押

黒
藤
川
下
(
黒
小
校
下
)

黒
藤
川、

上
(
二
箆
小
校
下
〉

東
右
味
、
横
山

長
瀬
、
竹
谷

水
押
、
中
村
、
東
川

担

当

区

i或

氏
桜
木
法
義
一

成
川

義
雄
一

成
川

岩
雄
一

高
橋
照
鬼
一

大
原
五
月
一

渡
辺
政
美
一

田
中
重
貴
一

山

村

治

夫
一

坂
本
幸
正
一

抑
岡
正
明
一

岩

市

清

一

土
岐
美
根
子

一

菅
甲
子
良
一

猪
上
セ
ツ
一

村
上
小
夜
子

一

」
れ
ら
の
減
少
を
み
た
の
は
老
齢
化
に
よ
る
死
亡
、
そ
の
他

で
受
給
対
象
者
が
減
少
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
(
表
5
1

第
二
節

社
会
福
祉
事
業

民
生
・
児
童
委
員
制
度

現
在
の
民
生
児
童
委
員
は
、
五
八
年
一
二
月

一
日
に
、

一
斉

に
改
選
さ
れ
て
、
木
村
で
も
一
五
名
中
三
名
が
交
代
し
た
。
こ

の
改
選
期
に
は
、
国
に
お

い
て
も
福
祉
予
算
の
削
減
と
、
山
村

の
人
口
流
出
に
伴
い
委
員
の
定
員
の
見
直
し
を
図
っ
た
が
、
本

村
は
従
来
の
一
五
名
に
変
更
は
な
く
、
そ
の
氏
名
及
び
担
当
区

域
は
表
6
の
と
お
り
、
今
日
、
民
生
児
童
委
員
の
活
動
範
囲

ま
た
一
方
で
は
各
種
行
政

へ
の
参
加
な
ど
多
岐
に
わ
た

っ
て
活
動
さ
れ
て

い
る
。

は
、
老
齢
化
社
会
の
中
で
老
人
家
庭
の
家
族
関
係
あ
る
い
は
、

生

活

保

護

本
村
の
生
活
保
護
世
帯
の
現
状
は
、

そ
の
世
帯
数
に

つ
い
て
は
増
減
の
差
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
人
数
に
お
い
て
も
こ
の

261 



表
7 

美
川
村
民
生
児
童
委
員
の
活
動
状
況

/

内
容

一

導

件

数

一

そ

の

他

の

活
動
件
数

一
E
方
一
・
5
司

/

一

一

一
主
h
u
t
山
市

一
号
品

開

作

ケ

一

線

紘

一
住
居

一
健
康

一
謹

一生
活
費
一
謹
一
語
一
仕
事

一そ

の

他

一

一

調
査
一
組
側
一
緒
十
剛
坤
一語

寸

干

竺

回

数

年
度
/
「

IL
-
-卜
|

L

|

「

|ト
什
い
「

I
l
-
-「
ー
し
「
|
1
1
げ
|の
連
絡
:
|
防
惨
伽
「
|
卜
|
|

一

件

一

件

一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件
一

件

件

一

日
一

ー回

一
四
三
一
四
二
四
三

O
一

O
一
七
三
一
五
O
一
六
五
一

七
一
九
四
一八
O
O二
四
九
一

O
一

二
七
二
三

O
二
一六
三

O
一
五
九
九

一
四
九
一

二
七
二
八
九
一
二
一
四
一
一
一
一
一
一
一
一
七
一

八
三
五

O
一五
五
七
二
三
四
二
七
一

七
二
一二一一

O
一六
七
七
一
五
二
七

262 

談、

指

ヰ目

五
七

五
八

美川村における被保護者の推移

年月 I1ケ加支給吋融問人員

円 世帯 人
49. 4 2，951，935 47 104 

50. 4 3，969，742 50 104 

51. 4 3，537，890 47 99 

52. 4 4，444，778 51 121 

53. 4 3，959，823 43 80 

54. 4 5，215，047 36 63 

55. 4 4，838，428 36 61 

56. 4 3，835，690 29 42 

57. 4 4，470，016 27 41 

58. 4 4，446，706 29 52 

59. 3 4，475，630 35 68 

表 8

ふ
i

zz
ロ

言十

169 保護世帯

293 保護人員

保護率
(千分比)



県内児童福祉施設 (59.8)

施設の種類 |施設数 |附員

人
助 産 施 設 20 152 

乳 ノ!日レ 2 70 

養 護 施 設 11 679 

肢体不自由児施設 1 140 

ろうあ児施 設 1 50 

精 ネlt 8 532 

教 護 院 1 108 

母 子 寮 8 93 

保 育 所 376 35，837 

へき地保育所 37 

里 親 10 15 

表10

表
11 

美
川
村
児
童
遊
園
地

福祉・厚生

六四 五四 二四 一四 0 四 年度設置

名

称

美j村七鳥I1 美村野浦J日I1 美上黒岩J村I1 美村東川)I1 美1村有枝I1 位

(西古味〉 跡(大元公会堂〉谷 境(御三戸神社)内 境(河崎神社)内 枝所〉( 有集会

置

第 1章

四
年
間
ほ
ど
は
あ
ま
り
変
動
が
見
ら
れ
な
い
(表
8
〉

0

ま
た
郡
内
五
か
町
村
の
保
護
率
を
見
る
と
最
も
高
い
と
こ
ろ

が
、
面
河
村
で
あ
り
、
次
い
で
高
い
村
と
な
っ
て
い
る
。

前
述
の
ご
と
く
、
今
後
の
福
祉
行
政
は
見
直
さ
れ
る
時
期
に
あ

り
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

児

童

福

祉

昭
和
二
二
年
二
一
月
児
童
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、

今
日

ま
で
児
童
の
健
全
育
成
な
ど
児
童
福
祉
施
策
が
な
さ
れ
て
き
た

が
、
な
か
で
も
福
祉
施
設
は
多
岐
に
わ
た
り
整
備
さ
れ
て
い
る
。

施
設
の
う
ち
で
も
公
的
助
産
施
設
に
つ
い
て
は
、
近
年
出
産
件

数
の
減
少
あ
る
い
は
一
般
病
院
で
の
分
娩
が
多
く
、
公
的
助
産
施

設
の
利
用
率
が
低
下
し
て
い
る
た
め
実
質
的
に
は
、
廃
止
又
は
休

止
の
状
態
の
施
設
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

本
村
に
お

い
て
も
、
昭
和
四
一
年
四
月
に
現
在
の
母
子
健
康
セ

ン
タ

l
で
助
産
施
設
を
開
設
し
た
が
、
前
記
の
と
お
り
五
八
年
度

263 

で
み
る
と
村
内
利
用
者
が
四
件
、
村
外
の
利
用
者
が

九
件
と
な



率

一%
幻

老齢者数一覧表 (65成以上)

|総人口|老令 者 |比

人| 人!
1，510，3021 186，019: 

7361 

表12

県媛愛四

21. 3 3，449 村l
 
l
 

'
l
ノ美

母

子

福

祉

(昭58.4. 1現在〉

に
つ
い
て
は
月
額
七

0
0
0円
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

り
、
赤
字
財
政
の
た
め
同
年
度
末
を
も
っ
て
休
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

264 

児
童
遊
園
地

児
童
遊
園
地
は
村
内
七
か
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
若
年
層
の
流
出
あ
る

い
は
こ
れ
に
伴
う
出
産
数
の
低
下
な
ど
に
よ
っ

て
児
童
は
急
激
に
減
少
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
利
用
に

お
い
て
は
皆
無
の
状
態
と
な
っ
た
。
ま
た
施
設
の
内
容
に

つ
い
て
も
既
に
老
朽
化
し
使
用
不
能
の
も
の

も
あ
る
が
、
更
に
改
築
の
要
望
も
な
い
現
状
に
あ
る
た
め
、
御
三
戸
、
及
び
河
口
遊
園
地
は
廃
止
さ
れ

た

(
表
印
、
日
〉0

児

童

手

当

児
童
手
当
法
は
、
昭
和
四
六
年
に
制
定
さ
れ
、
児
童
三
人
目
以
降
一
人
に
つ
き
月
額

三
O
O
O
円
の
支
給
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
順
次
改
正
が
な
さ
れ
、
昭
和
五
六
年
五
月
改
正
現
在
で
は

一
八
歳
未
満
の
児
童
三
人
目
以
降
一
人
月
額
五
0
0
0円、

ま
た
村
民
税
の
所
得
割
課
税
の
な
い
世
帯

美
川
村
の
母
子
寡
婦
福
祉
会
も
、
昭
和
三
六
年
結
成
当
時
は
会
員
数
も
多
く
活
発
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は

ハ六

O
年
四
月
〉
会
員
数
も
、

わ
ず
か
二
八
名
と
い
う
小
規
模
な
組
織
と
な
っ
た
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
人
口
の
流
出
と
婦
人
の
職
場

進
出
な
ど
に
よ
り
、
母
子
は
余
暇
を
失
い
加
入
し
て
活
動
す
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
こ
と

に
あ
る
。

村
と
し
て
は
本
会
の
育
成
の
た
め
一

O
万
円
を
助
成
し
て
い
る
。



五

老

人

福

祉

今
日
の
高
齢
化
社
会
で
は
、

全
国
的
に
も
そ
の
高
齢
化
率
は
上
昇
の
一
途
を
た
ど
り
、
ま
さ
に
人
生
八

0
年
代
と
い
わ
れ
る
ま
で
と

£
っ
こ
o

中

/

ヂ

J

本
村
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
六

O
歳
以
上
の
高
齢
比
率
が
昭
和
四
八
年
に
は
一
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
も
の
が
、

五

八
年
で
は
六
五
歳
以
上
で
実
に
一
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
今
後
も
な
お
上
昇
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
(
表

ロ
〉0村

老
人
ク
ラ
ブ

村
老
人
グ
ラ
ブ
は
各
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
が
七
ク
ラ
ブ
あ
り
、
こ
れ
ら
を
統
括
し
た
村
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
あ
る

が
、
そ
の
会
員
数
は
四
二

O
名
で
構
成
し
て
い
る
。
会
員
は
高
齢
化
時
代
に
向
か
い
漸
次
増
加
し
て
い
る
。

老
人
ク
ラ
ブ
の
主
な
活
動
と
し
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
「
ク
ロ
ッ
ケ

l
」
な
る
競
技
が
普
及
し
、
各
単
位
ク
ラ
ブ
ご
と
に
練
習
に
励

ま
れ
て
お
り
、
老
人
の
健
康
管
理
と
併
せ
、

楽
し
い
憩
い
の
場
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
ク
ラ
ブ
の
育
成
費
と
し
て
村
か
ら

各
単
位
ク
ラ
ブ
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
五
万
円
、
村
連
合
会
へ
は
一

O
万
円
と
、
合
計
四
五
万
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
(
表
日
)
0

福祉 ・厚生

敬

老

村
の
敬
老
会
は
、
昭
和
四
七
年
か
ら
組
織
的
に
行
事
化
さ
れ
て
以
来
、
九
月
一

五
日
の
敬
老
の
日
を
中
心
に
、
各
公

A

Q

E

 

民
館
を
単
位
と
し
て
敬
老
行
事
が
催
さ
れ
、
村
か
ら
は
七

O
歳
以
上
の
老
人
一
人
に
対
し
一
三

O
O
円
あ
て
で
、
各
公
民
館
に
助
成

し
、
ま
た
、

直
接
に
は
一

人

一
二

O
O円
程
度
の
-
記
念
品
を
贈
り
、
米
寿
を
迎
え
た
老
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
座
布
団
と
表
彰

状
を
、
村
長
自
ら
訪
問
し
て
贈
呈
し
長
寿
を
祝
っ
て

い
る
。
ま
た
県
社
協
か
ら
は
、
木
杯
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

第 1章
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老
人
医
療
制
度

老
人
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
六
年
か
ら
所
得
制
限
は
あ
る
も
の
の
、

い
ち
お
う
本
人
は
医
療
費
無
料
で
あ



表
13 

美
川
村
老
人
ク
ラ
ブ
結
成
状
況

煩永第第寿 千 長
|日

一 一一

寿楽寿寿楽歳寿
グ

フ
敬 敬 ブ

メヱヱ』 ぷヱミ』 三ヱ=》z、 三~ 辺~ ぷ;z:;;恥 三コ=』 名

黒 二南第南第 西東川老 仕七 新

藤川老箆 二一 寿 望人 ク

老人ク 老人老人楽人ク フ
クク ク プ

友フ一ラ ラ フー ラ

会 ブ プ ブ会プフ 名

黒川藤 二箆、 大谷、 野浦目 上黒岩 仕出 七鳥、

〈二賞 俵置、 黒有中 (大除3く 有柊 東川、 西古宍
区

置宍長崎 沢渡 大川 村中、 長瀬

長崎除〉をく 水押、 竹谷

栄重 笠川高山、 東古味

域

城筒 横山

-・・・4・ -・-・- ー岨-晶 ーーーー'‘ ・・司甲4・
男 ぷヱコ〉r• 一一一一一一一

九四二三一八九

三三二二三三四 女 j主主

六 四八七四三二

六五五0 五0 六六七 数
五八 五一一

土松阪川 藤坂団
会

居 田本崎田本上
長

敏 明 寅 清 辰 素幸

雄 一 夫隆 雄 行 雄 名

っ
た
が
、
昭
和
五
八
年
に
は
「
老
人
保
健
法
」
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
同
年
二
月
一
日
か
ら
老
人
医
療
費
が
一
部
有
料
化
さ
れ

た
。
ま
た
自
治
体
に
は
「
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
」
が
予
算
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

老
人
医
療
費
の
一
部
有
料
と
な
っ
た
点
は
、

初
診
料
四

O
O円
(
各
病
院
毎
あ
る
い
は
総
合
病
院
に
あ
っ
て
は
診
療
科
目
ご
と
〉
と、

院
料
一
日
に
つ
き
三

O
O円
を
二
か
月
間
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ
本
人
負
担
と
な
っ
た
。
特
別
会
計
の
財
源
す
な
わ
ち
老
人
医
療
費
の
負
担

区
分
に

つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
、
各
社
会
保
険
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
国
が
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
、

県
と
村
と
が
そ

れ
ぞ
れ
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
負
担
と
す
る
。

し
か
し
一
部
本
人
負
担
と
は
な
っ
た
が
、
高
齢
化
社
会
に
向
か
い
老
人
の
増
加
と
、
加
え
て
受
診
率
上
昇
傾
向
と
併
せ
、
今
後
の
老

266 

入
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昭和58年度老人保健事業特別会計(決算〉

歳 入 歳 出

項 額| 項 額

円 円
支 払 基 金交 付 金 139，037，000 総務管理費 187， 250 

国庫 負 担 金 39，998，463 医 療 古昔 費 188，835，508 

山l団 負 担 金 9，426，789 償 1、~ 金 903，237 

一 般会計 繰 入 金 10，183，000 予 備ー 費 。
繰 越 金 375，081 

延滞金及び加算金 。
T員 金 利 子 。
雑 収 入 823，075 歳 出 A口h 189，925，995 

歳 入 l口』 199，843，408 差引繰越金 9，917，413円

表14

人
医
療
会
計
財
政
に
つ
い
て
は
、

至
難
な
問
題
が
残
り
そ
う
で
あ
る
〈
表
凶
〉
。

老
人
福
祉
施
設

老
人
の
福
祉
施
設
と
し
て
は
、
郡
内
町
村
が
共
同
施
設
と

し
て
建
設
し
た
「
老
人
憩
の
家
」
が
、
現
在
の
老
人
ホ

l
ム
の
前
身
で
あ
っ

た

が
施
設
が
老
朽
化
し
、
ま
た
入
所
希
望
者
の
増
加
に
よ
っ
て
改
築
を
検
討
さ
れ

て
い
た
が
、
昭
和
五
七
年
二
一
月
に
「
養
護
老
人
ホ

l
ム
さ
さ
ゆ
り
荘
」
が
新

築
さ
れ
、
正
式
に
老
人
ホ
l
ム
と
し
て
の
機
能
を
完
備
し
運
営
が
開
始
さ
れ

た。

建
築
地
は
久
万
町
大
字
菅
生
の
久
万
川
沿
い
の
静
か
で
、

よ
い
環
境
の
地

が
選
ば
れ
て
い
る
。

」
の
施
設
の
運
営
、
管
理
は
、
上
浮
穴
郡
生
活
環
境
事
務
組
合
と
し
、
郡
下

五
か
町
村
の
共
同
利
用
で
あ
る
。
施
設
規
模
と
し
て
は
敷
地
面
積
六
O
六
七
平

万
メ
ー
ト
ル
、

建
築
面
積

二
ハ
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

り
平
家
建
て
で
あ
る
。

ま
た
収
容
可
能
人
員
は
五

O
名
で
あ
る
が
、
常
時
定
員
を
欠
く
こ
と
は
な
く

欠
員
待
ち
を
し
て
い
る
現
状
で
、
今
後
高
齢
化
及
び
核
家
族
化
に
よ
り
、
こ
の

よ
う
な
老
人
の
福
祉
施
設
の
充
実
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
(
表
日
〉。
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本
会
に
対
し
村
か
ら
年
三
万
円
助
成
し
た
が
、

八

戦
争
犠
牲
者
の
援
護

ーよー

ノ¥

身
体
障
害
者
福
祉

268 

本
村
の
身
休
障
害
者
は
、
昭
和
四
八
年
に
は
障
害
者
手
帳
の
交
付
者
が
九

一
名
で

養護老人ホームささゆり荘

あ
っ
た
が
、
五
九
年

二

一月
で
は
九
七
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
内
部

障
害
者
も
含
め
る
と
、
そ
の
数
は
一
一

O
名
程
度
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
な
か
た
が
た
で
組
織
し
て
い
る
身
体
障
害
者
福
祉
協
議
会
が
あ
り
、
そ
の

会
員
数
は
三
六
名
と
な
り
、
本
協
議
会
に
は
育
成
費
補
助
と
し
て
年
額

一
O
万
円
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。
な
お
会
長
は
泉

最
で
あ
る
。

七

美
川
村
傷
療
軍
人
会

木
村
傷
療
軍
人
会
の
会
員
は
、
昭
和
四
八
年
当
時
は
六
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

死
亡
な
ど
に
よ
り
現
在
で
は
わ
ず
か
三
名
と
な
っ
た
。

五
九
年
度
か
ら
村
補
助
金
は
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。

会
長
は
西
村
峰
茂
で
あ
る
。

日
清
戦
争
以
後
の
本
村
内
の
戦
争
犠
牲
者
は
三
六

O
柱
で
あ
る
が
、
終
戦
後
四

O
年
を
迎
え
た
今
日
、
軍
人
、

軍
属
遺
族
年
金
受
給

も
、
既
に
そ
の
子
供
の
受
給
資
格
者
は
な
く
、

軍
人、

軍
属
の
父
母
、
及
び
妻
が
受
給
者
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
父
母
に
お
い
て
も
高
齢
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表15 養護老人ホームささゆり荘利用状況

出身町村別人員状況 〈昭和59年 4月 1日現在〉

~I 男 女 計 岩 |

久万町 10 15 25 
管

面河村 3 。 3 

美 川 村 3 6 9 

柳谷村 3 3 6 

小田町 。 3 3 

内
E十 19 27 46 

管 中 島 町 。 1 1 

砥部 町 1 2 3 

外 1 3 4 

よに』I 言十 20 30 50 

入所者の在所年数

男

女

一

計

2la芸品|品[以|2茶話15
:|;|:|:|;l 6年 9月

~I ょ
3 7. 6 

50 I 7. 3 

入所者の年齢別人員数

\~160~64165~69 170~74:75~79:80~84:85~89 :90~94:~以上1

I 17 I 

男

平均

79. 12 

80.24 

一
79.79 

女

『
い
E
l

三
d

口
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世帯更生資金の貸付状況

(昭和50年度"-'58年度〉

資金種 別|貸付件数|貸 付金 額

件 円
更 生資金 8 5，230，000 

住宅 資金 73 49，500，000 

修学資金 1 231，000 

身障者更生資金 1 700，000 

災害救助資金 1 400，000 

E十 84 I 5仇肌 000

美川村の共同募金

年度別| 募 金 実 績

円
55 261， 300 

56 334， 764 

57 352， 152 

58 347， 100 

1，295，316 

表16

表11

て
は
、
村
か
ら
年
額

一
一
万
円
を
助
成
し
て
い

る
。

九

社
会
福
祉
協
議
会

で
あ
り
、
死
亡
な
ど
で
ほ
と
ん
ど
が
妻
が
有
資
格
者
と
な

270 

っ
て
い
る
。

し
た
が
っ

て
国
の
年
金
支
給
額
に
つ
い
て
も
年
々
減
少

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
国
は
年
金
の
増
額

あ
る
い
は
一
時
金
の
支
給
等
を
行
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
戦
争
犠
牲
者
の
遺
族
の
組
織
と
し
て
、

美
川
村

遺
族
会
が
あ
り
現
会
長
は
小
椋
伊
十
郎
と
な
っ
て
い
る
。

会
員
に
お

い
て
は
昭
和
四
一

年
に
は
一
一

七
名
で
あ
っ
た

が
、
五
九
年
に
は
わ
ず
か
七
一
名
と
な
り
こ
の
会
に
対
し

村
の
福
祉
行
政
の
要
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
村
長
を
会
長
と
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
が
あ
り
、
主
に
各
種
の
福
祉
活
動
特
に
諸

福
祉
団
体

へ
の
財
政
的
援
助
を
行
い
、

重
要
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
o

本
会
の
予
算
の
収
入
財
源
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
村
ま

ご
こ
ろ
銀
行
か
ら
の
繰
入
金
及
び
、
本
会
へ
の
加
入
者
の
会
費
な
ど
が
主
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
財
源
の

一
つ
で
あ
る
、
合
4F
Y」

ま
ご
こ
ろ
銀
行
を
通
じ
福
祉
事
業
の
財
源
と
な

こ
ろ
銀
行
に
は
、
昨
今
の
葬
祭
の
簡
素
化
に
よ
る
香
典
返
し
を
喪
主
か
ら
寄
付
さ
れ
、

っ
て

い
る
も
の
も
あ
る
。



世
帯
更
生
資
金
は
、
村
内
の
低
所
得
者
に
対
し
県
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
貸
付
け
さ
れ
て
い
る
(
表
日
〉
。
日
赤
共
同
募
金
の
現
在

の
実
績
に

つ
い
て

は
表
幻
の
と
お
り
で
あ
る
。

福祉・厚生第 1章
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第
一
節

保
健
医
療
施
設

美
川
村
診
療
所

美
川
村
内
科
診
療
所
は
、
昭
和
四
八
年
以
来
村
有
施
設
で
あ
る
建
物
及
び
付
属
設
備
を
貸
与
し
、
棟
田
医
師
に
よ
る
個
人
経
営
を
行

っ
て
い
る
が
、
建
築
以
来
一
四
年
を
経
た
施
設
は
、
そ
の
敷
地
が
湿
地
帯
で
あ
る
こ
と
も
加
え
て
、
建
物
あ
る
い
は
設
備
の
補
修
が
必

要
と
な
り
年
間
約
三

0
1四
O
万
円
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
初
に
お
い
て
、
村
と
棟
田
医
師
と
の
悶
で
交
わ
さ
れ
た
契

約
の
中
に
、
村
が
貸
し
た
施
設
及
び
設
備
の
補
修
は
、
村
が
行
う
も
の
と
し
て
い
る
た
め
こ
の
義
務
を
履
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

歯
科
診
療
所

美
川
村
歯
科
診
療
所
は
、
昭
和
四
七
年
開
業
当
時
は
建
物
及
び
医
療
機
器
を
含
む
設
備
一
切
を
村
が
貸
与
し
、
篠
崎
医
師
が
個
人
営

業
を
行
っ
て
い
た
が
、

五
O
年
一
二
月
を
も
っ
て
医
師
が
ほ
か
に
開
業
し
た
た
め
に
営
業
方
法
を
変
更
し
、
村
直
営
診
療
所
と
し
て
発

足
し
た
。

医
師
は
中
沢
医
師
を
村
の
職
員
と
し
て
招
へ
い
し
、

男
子
事
務
長
一
名
、
女
子
看
護
婦
二
名
を
出
向
さ
せ
、
別
に
事
務
員

一

名
を
臨
時
職
員
と
し
て
、
医
師
と
も
に
五
名
の
陣
容
を
も
っ
て
五
一
年
一
月
か
ら
営
業
が
始
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
直
営
の
間
約
三
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美川村歯科診療所特別会計決算状況表18

(単位 :千円〉

令款1合 計|牒川 2君主[ggzz|繰入金 |繰越金 |諸収入

50 5，497 2，496 。 。 2，000 。 1 

51 28，630 22，397 。 。 5，500 729 4 

52 34，400 26 821 。 。 5，000 2， 576 3 

53 28，821 21，364 。 。 1，000 5，016 1， 441 

歳入の部

支出の部

令款|合 音1- 1 総 務費 |予附|積立金 |その他 l端野

50 4， 768 4， 768 。 。 。 729 

51 26，054 26，054 。 。 。 2，576 

52 29，383 29，383 。 。 。 5，016 

53 26，302 26，302 。 。 。 2，519 

か
年
に
つ
い
て
は
、

営
業
収
入
の
み
で
は
不
足
し
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
状
態
に

あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
折
、
中
沢
医
師
が
都
合
に
よ
り
退
職

帰
郷
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三
度
医
師
探
し
に
追
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
(
表
山
)
0

早
速
村
で
は
各
方
面
へ
紹
介
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
北

海
道
夕
張
市
で
医
療
に
携
っ
て
お
ら
れ
た
、
蘇
栄
蝦
医

師
(
現
在
の
山
村
栄
一
医
師
〉
が
本
村
で
の
営
業
を
承
諾

さ
れ
、
五
四
年
一
月
か
ら
本
診
療
所
で
個
人
営
業
を
開

始
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

建
物、

諸
設
備
に
つ
い
て
は
開
設
当
初
と
同
じ
く
村

が
貸
与
し、

営
業
に

つ
い
て
は
山
村
医
師
が
行
う
こ
と

と
し
た
。
た
だ
し
当
時
隣
村
の
面
河
村
に
お
い
て
も
、

歯
科
医
師
が
不
在
の
た
め
両
村
が
協
議
の
結
果
面
河
村

へ
も
出
張
診
療
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
山
村
医
師

(蘇
医
師
)
と
の
契
約
の
中
に
は
通

273 

常
の
診
療
営
業
に
よ
っ
て
、
年
間
収
益
が
八
四

O
万
円



(税
込
み
)
以
下
の
場
合
は
、
そ
の
差
額
に

つ
い
て
村
が
補
填
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
面
河
村
と
美
川
村
の
契
約
書

の
中
に

は
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。

「
診
療
日
は
、

美
川
村
週
四
日
面
河
村
は
週
二
日
と
し
、

最
低
収
益
金
の
補
填
割
合
に

つ
い
て
は
、
面

274 

河
村
が
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
美
川
村
が
六
五
パ
ー
セ

ン
ト
」
と
し
て
い

る
。
た
だ
し
現
在
ま
で
に
村
が
一
部
補
填
を
行
っ
た
例
は
な
い
。

民
間
医
療
施
設
(
開
業
医
〉

昭
和
九
年
か
ら
本
村
内
で
開
業
し
て
い
た
片
岡
医
院
は
、
片
岡
医
師
自
身
の
高
齢
と
健
康
状
態
の
都
合
に
よ
り
、
六

O
年
か
ら
診
療

営
業
を
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
の
間
実
に
六
一
年
間
、
木
村
の
医
療
並
び
に
住
民
の
福
祉
に
尽
く
さ
れ
た
業
績
は
大
で
あ
り
、
そ
の
功
績
に

対
し
深
く
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
村
内
の
医
療
機
関
は
内
科
医
三
、
歯
科
医
一

と
な
っ
た
。

第
二
節

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
事
業

国
民
健
康
保
険
に
は、

一
般
の
自
営
業
者
が
加
入
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
社
会
保
険
な
ど
の
加
入
者
以
外
は
皆
加
入
と
な

っ
て
い
る
。
各
種
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
医
療
機
器
の
高
度
化
、
医
療
技
術
の
発
達
に
よ
り
そ
の
医
療
費
の
増
高
と
併
せ
、

高
齢
化
社
会
を
迎
え
保
険
事
業
の
運
営
に
当
た
り
、
各
種
保
険
者
と
も
に
財
源
難
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

木
村
に
お
い
て
も
、
年
々
増
大
す
る
医
療
費
の
財
源
を
補
う
た
め
保
険
料

(
税
)
の
増
額
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

昭
和



六
O
年
四
月
に
は
所
得
割
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
資
産
割
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
均
等
割
一
万
三

0
0
0円
、
平
等
割
一
万
六

0
0
0円

に
税
率
の
引
上
げ
を
行
っ
た
。
こ
の
税
率
の
改
正
は
、

五
九
年
度
、
六

0
年
度
と
連
続
し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
税
の
滞
納
が
危
倶

さ
れ
た
が
、

一
般
に
み
る
受
診
患
者
の
増
加
に
よ
り
、
医
療
費
の
高
額
化
を
住
民
一
人
ひ
と
り
が
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
現
在
は

税
の
完
納
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、

美
川
村
の
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
八
年
度
に
は
約
九
九

O
O万
円
で
あ
っ
た
が
、

五
八

年
度
会
計
で
は
実
に
二
億
六
九

O
O万
円
で
あ
り
、
予
算
の
急
上
昇
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
予
算
額
の
上
昇
の
原
因
の
一
つ
に
は
、

老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
へ
の
、
老
人
医
療
費
の
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
拠
出
金
の
繰
り
出
し
に
よ
る
も
の
が
あ
る
(
表
四
〉
。

退
職
者
医
療
制
度

従
来
一
般
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
社
会
保
険
加
入
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
、
保
険
税
を
納
入
し
被
保
険
者

と
な
っ
て
い
た
が
、

五
九
年
一

O
月
一
日
退
職
者
医
療
制
度
が
制
定
さ
れ
、
退
職
者
医
療
は
退
職
者
が
退
職
後
に
お
い
て
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
退
職
医
療
制
度
の
主
た
る
目
的
は
、
社
会
保
険
加
入
者
は
若
い
現
役
時
代
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保

保健・衛生

険
料
を
支
払

っ
て
お
り
な
が
ら
退
職
し
て
、
医
療
の
必
要
性
が
高
く
な
る
と
と
も
に
収
入
が
少
な
く
な
る
退
職
後
に
、
国
保
に
加
入
し

保
険
税
を
課
せ
ら
れ
、

し
か
も
三
割
と
い
う
医
療
費
負
担
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
、

一
方
受
入
側
の
国
保
会
計
に
す
れ
ば
、
退
職
加
入

者
が
現
役
の
元
気
な
時
代
に
は
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
た
保
険
料
を
当
時
の
保
険
者
に
支
払
い
、
退
職
後
医
療
費
の
か
さ
む
よ
う
に

第 2章

な
る
と
、

国
保
に
加
入
し
国
保
財
政
に
大
き
く
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

275 

こ
の
よ
う
な
退
職
者
の
か
た
が
た
の
医
療
負
担
の
不
公
平
、

不
合
理
な
点
を
解
消
す
る
こ
と
が
目
的
で
退
職
医
療
制
度
が
で
き
た
も



表19 美川村国保特別会計決算状況
歳入の部 (単位 :千円〉

計|保険税1:塁支|芝居室市産収作地|繰越金|叫

48 99，072 17，597 66，862 。 。1，300 12.810 

49 129，766 22，681 95，408 。 。1，500 10，004 

50 155，437 25，343 101， 143 。1，654 6，000 20，992 

51 188，620 30，424 139，549 。1，276 2，000 12，850 

52 213，236 41，710 144，435 。1，571 7，000 18，520 

53 236，680 39，6，69 162，434 。1，722 16，255 15，718 

54 252，741 40，652 179，822 。2，232 21，000 8，903 

55 263，825 43，041 197，351 。1， 490 10，000 11，943 

56 301，475 46，369 223 529 3，433 19，500 6，807 1， 

57 287，065 52，324 201，095 2. 162 23，600 5，497 

58 290，850 52，495 202，006 1，957 27，000 6，304 1，088 
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58 1 268，8061 10，0881 159，2881 90，338 o11，7231 1，9571 5，4121 22，044i 
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表20 医療保険短期給付改正表(昭和59年10月 1日改正〉

|現 正 f麦改

機

'

療
合

医
場

た
の

出
費

け
療
担

届
医
負

担
に
の
己

負
事
下
自

己
知
以
額

自
県
円
定

を
府
ゅ
の

割
道
日
円

1
都
&
∞

、，J

丹
、

u

酌
い
比
い

療
だ
で
計

医
た
関
山

院
月
白

入
カ
を

、1
円

円
の
の

ゆ
初
日

以
最
日

に

'
1

時
き
け
担

診
と
だ
負

初
の
問
己

の

担

心

費

負

本

療

己

合

医
白
川
淵

1人につき同一月内に
同じ病院の窓口で支払
った金額が 5万 1千円
を超えた場合，その超

高額療養費|えた金額が支給され
るD

任意継続

退|組 合員

退職の日の前日まで，
ひきつづき 1年以上在
職した組合員は，退職
の日から20日以内に申
し出た場合は，2年間
に限り短期給付及び福
祉事業の通用を受ける
ことカlで、きる。

月読

5万 1千円の限度額は変らないが，次の
特例が設けられたO ①同一世帯で 1カ月
3万円以上の医療費を 2回以上支払った
場合は合算するO ②同一世帯で5万 1千
円を超える医療費を年4回以上支払った
場合は，4回目から限度額を 3万円とす
るD ③高額な治療を長期間続けなければ
ならない病気で，厚生大臣の指定をうけ
たものは限度額を 1万円とする。

55歳以上で退職し， 20日以内に本人から
届け出があった場合は， 2年を超えても
60歳になるまで，または60歳前であって
も年金を受給するまでの間，短期給付及
び福祉事業の適用を受けることができ
るO

後

退職者で，次の二つの条件にあてはまる
人とその家挟は，退職者が老人保健法に
移るまで退職被保険者及びその被扶養者
として， 退職者医療制度で医療を受 け
るO

①国民健康保険に加入 していること。
②共済組合などの被用者年金から退職

(老齢〉年金の支給を受けているか，
または40歳以後の年金加入期間10年以
上の通算退職(老齢〉年金受給者
(ただし，若年のため，年金の支給が

停止されている人は該当 しない。〉
退職者医療制度の給付割合

本 人 8割(自己負担2割)
被扶養者外来 7割( 11 3割)

入院 8割( 11 2割〉

医療のすべてについて|都道府県知事の承認する 「特定承認医療
保険の適用が認められ|機関」で，がんの温熱療法などの， 保険
ず，全部自由診療とな |が適用されない高度医療を受けた場合，

高度医療|り ，全額自己負担 |検査料，入院料な ど保険のワク内に入る
分は保険が適用され，保険のワク外の分
についてのみ差額を負担することになる
予定

の

医目退職者
な し

医療制度

療
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の
で
あ
る
。

ま
た
退
職
者
の
医
療
負
担
は
、
現
役
当
時
の
事
業
主
と
現
役
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
の
拠
出
金
と
、
退
職
者
本
人
の
保
険
税
と
で
賄
わ

278 

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
退
職
者
と
そ
の
家
族
の
医
療
費
個
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
場
合
は
二
割
と
し
家
族
の
場
合
は
通
院

が
三
割
、

入
院
が
二
割
を
負
担
し
、
国
保
一
般
加
入
者
の
個
人
負
担
は
三
割
で
あ
る
の
に
対
し
、
退
職
者
に
つ
い
て
は
社
会
保
険
加
入

者
と
同
率
で
あ
り
、
個
人
負
担
経
減
の
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

健
康
保
険
法
の
改
正

昭
和
五
九
年
一

O
月
一
日
に
一
般
の
健
康
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
従
来
被
保
険
者
本
人
の
医
療
費
は
、
初
診
料
の
み
八

O
O円
個
人

負
担
と
し
、
そ
の
ほ
か
無
料
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
被
保
険
者
本
人
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
一
割
の
個
人
負
担
を
支

払
う
こ
と
と
な
っ
た
。
果
た
し
て
こ
の
一
割
の
医
療
費
負
担
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
受
診
率
が
低
下
す
る
か
否
か
は
今
後
の
問
題
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
医
療
諸
制
度
の
改
正
は
、
高
齢
化
社
会
を
迎
え
特
に
老
人
の
医
療
負
担
(
保
険
者
側
)
が
増
大
し
た
た
め
、
園
、
地
方

と
と
も
に
財
政
が
逼
迫
し
、

そ
の
解
決
策
と
し
た
も
の
で
あ
る
(表

m
y



保健 ・衛生第 2章

昭和59年 5月分国民健康保険病類別分類対比

同病 類 |件数|日数| 金

件 日 円 円
1 腎炎 ・腎 不全 2 44 1，121. 200 560，600 

2 目市 炎 3 21 950，170 316， 723 

3 最古 核 2 32 283，200 141，600 

4 その他の 精 神障 害 8 155 1，038，000 129， 750 

5 精 神分裂 病 14 258 1，699，260 121，376 

6 脳血管疾患 80 534 7，913，110 98，914 

7 その他の悪性新生物 9 39 590，020 65 558 

8 肝 の 疾 患、 12 48 781，320 65，110 

9 胃及び十二指腸潰療 10 45 557，360 55，736 

10 その他の骨格系疾患 58 204 294，520 50， 779 

表21

第
三
節

疾
病
と
伝
染
病

疾

病

現
代
の
高
齢
化
社
会
の
中
で
、

し
だ
い
に
疾
病
形
態
も
、
そ
の
内
容
が
悪
性

化
し
、

病
類
別
に
み
る
と
、
多
い
も
の
が
脳
血
管
疾
患
、
次
い
で

精

神

分

裂

症
。
肝
疾
患
な
ど
で
あ
る
。
質
的
に
は
肝
機
能
、
腎
機
能
障
害
の
よ
う
に
、
悪

性
病
の
ガ
ン
系
統
の
病
類
の
発
生
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
(
表
幻
〉
。

検
診
と
検
査

医
療
費
に

つ
い
て
は
園
、
地
方
の
予
算
上
に
お
い

て
も
、
し
だ
い
に
他
の
予

算
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
り
、
診
療
及
び
治
療
費
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
特
に

疾
病
の
予
防
に
対
し
、
住
民
の
普
段
の
注
意
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
に

お
い
て
も
成
人
、
す
な
わ
ち
四

O
歳
以
上
の
者
の
健
康
診
断
に
重
点
を
お
き
、

地
方
行
政
に
も
そ
の
指
導
を
強
化
さ
れ
て
い
る
。

木
村
で
は
既
に
昭
和
五
三
年
か
ら
村
単
独
費
に
よ

っ
て
、
四

O
歳
以
上
の
成

279 

人
病
集
団
検
診
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

実
施
場
所
に
つ
い
て
は
御
三
戸
役

場



療Y台

療治

年度

57 

58 

57 

人
91 

143 

110 

前
、
仕
七
川
農
協
前
。
黒
藤
川
小
学
校

280 

57 

58 

の
三
か
所
で
そ
れ
ぞ
れ

日
ず
つ
行

59 

い
、
年
一
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

個
人
負
担
は

無
料
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

壮
年
層
の
働
き
盛
り
の
人
々
の
受
診
率

が
低
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
五
八
年

度
で
は
県
事
業
で
実
施
す
る
も
の
も
合

わ
せ
て、

約
一
一
パ

ー
セ
ン
ト
の
受
診

率
と
な
っ
て
い

る。

59 

ま
た
五
八
年
二
月
老
人
保
健
法
の
改

象
事
業
と
な
り
、
国
費
三
分
の
一

、
県
費
三
分
の

一
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
(表
幻
・
お

-
M〉
0

正
に
伴
い
、
こ
の
検
診
事
業
も
補
助
対



第
四
節

環

境

衛

生

簡

易

水

道

木
村
の
給
水
施
設
は
、
関
係
戸
数
一

O
戸
程
度
の
小
規
模
の
も
の

か
ら
大
川
簡
水
の

一
二

O
戸
ま
で
の
施
設
が
一
八
施
設
あ
り
、
給

水
戸
数
回
八
五
戸
、
給
水
人
口
一
三
三
八
名
で
あ
る
が
、
公
共
施
設
あ
る
い
は
学
校
な
ど
の
人
口
が
そ
れ
ぞ
れ
重
複
さ
れ
る
の
で
、
実

人
員
は
把
握
し
難
い
。
水
道
法
に
言
う
と
こ
ろ
の
簡
易
水
道
は
三
施
設
あ
り
、
中
で
も
中
学
校
、
役
場
、
各
種
団
体
事
務
所
な
ど
を
擁

し
、
行
政
の
中
心
地
で
あ
る
御
三
戸
簡
易
水
道
は
、
村
の
直
轄
管
理
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
昭
和
五
四
年
度
か
ら
、

美
川
村
簡
易
水
道
特
別
会
計
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
御
三
戸
簡
水
を
除
く
他
の
施
設
管
理
に
つ
い

て

は
、
す
べ
て
委
託
管
理
方
式
と
な
っ
て
い
る
(
施
設
概
要
は
表
お
の
と
お
り
〉
。

し
尿
・
ご
み
処
理
事
業

保健 ・衛生

ご
み
処
理
に
つ
い
て
は
昭
和
四
六
年
、

し
尿
処
理
に
つ
い
て
は
四
七
年
か
ら
川
下
三
か
村
が
共
同
処
理
を
行
っ

て
い
る
が
、
以
来
山

村
地
域
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
生
活
様
式
は
近
代
化
し
文
化
生
活
が
進
展
し、

ま
た
そ
の
要
因
と
も
な
る
生
活
道
網
の
整
備
と

併
せ
、

し
尿
、
ご
み
の
収
集
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
し
尿
、
ご
み
処
理
業
務
も
繁
雑
の
度
が
高
ま
っ
て
い
く
現
象
が
見
ら
れ
る
。

第 2章

し
尿
、
ご

み
処
理
共
同
事
業
は
上
浮
穴
生
活
環
境
事
務
組
合
(
久
万
町
上
浮
穴
郡
町
村
会
〉
が
事
務
局
と
な
り
運
営
さ
れ
、
ご
み
処
理

281 

に
つ

い
て

は
郡
内
五
か
町
村
と
し
、
し
尿
処
理
に
つ
い
て
は
小
田
町
を
除
く
四
か
町
村
で
あ
る
。
ま
た
し
尿
、
ご
み
の
収
集
業
務
は
川



竣
工
年

五五五五五五五五五五五四四 四四三三三
三三 二一 O五五 一二一四五五四一八八六

施

設

簡
易
水
道
及
び
飲
料
水
供
給
施
設
一
覧
表

類

表
25 

置
俵
飲
料
水
供
給
施
設

馬
門
飲
料
水
供
給
施
設

長
瀬
共
同
給
水
施
設

七
鳥
飲
料
水
給
水
施
設

釣
井
共
同
給
水
施
設

大
谷
簡
易
水
道
施
設

中
村
共
同
給
水
施
設

御
三
戸
簡
易
水
道
施
設

藤
社
共
同
給
水
施
設

日
野
浦
共
同
給
水
施
設

栄
重
下
共
同
給
水
施
設

大
川
簡
易
水
道
施

設

有
枝
共
同
給
水
施
設

成
川
共
同
給
水
施
設

中
黒
岩
共
同
給
水
施
設

上
黒
岩
共
同
給
水
施
設

河
口
共
同
給
水
施
一
設

上
黒
岩
共
同
給
水
施
設

(
本
組
)

計

名

種条

例
共
、
水

筒
、
水

ト」、、

戸、

土
ノ
オ

筒
、
水

条

例

共簡

水水 " " " " " 

給
水
人
口二四三五四八九五九七 三三 八六二 二二 四

0七七三三三二五八 O 一一九六 八一八 六人

一
、
=
一
三
八

一二 一一三二二三二七一一一一一一二
一五七七六 000四三八四七六二 O三二戸

立
方|給一

七二一四二一 メ|水日
二 六一四四七五八四 O二六二七 O三五五 11量最

・ト | 大
八三七三 O五一三七五七 O五 O五 000ル

表湧表
H 流流

水水水

戸

数

四
八
五

源、

水" " " " " " 11 11 11 11 11 11 11 

事

業
六
九
一
、

0
0
0円

七
七
六
、

0
0
0円

九
O
O、
0
0
0円

二
、
九
六
五
、

0
0
0円

九
一
五
、

0
0
0円

七
三
、
七
八

O
、

0
0
0円

一
三
、
三
六

O
、

0
0
0円

三
七
、
一
七
六
、

0
0
0円

九
三
、

O
三
二
、

0
0
0円

四
O
、
九
四

O
、

0
0
0円

一
一
、

O
二
、

0
0
0円

五
、
六
五

O
、

0
0
0円

一
一
、
一
九

O
、

0
0
0円

費
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F

ム
、
D

、

中

j
d
d

下
三
か
村
が
共
同
事
業
と
し
、
現
在
で
は
美
川
村
が
事
務
局
と
な
り
運
営
を
さ
れ
て
い
る
。

し
尿
、
ご
み
処
理
事
業
特
別
会
計
予
算
と
し
て
は
五
八
年
度
予
算
で
は
一
九

O
O万
円
で
あ
り
、
事
業
実
績
は
表
お
の
と
お

し
尿
収
集
車
一
台
、
ご
み
収
集
車
一
台
を
保
有
し
、
従
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
っ
そ
の
任
務
に
携

り
で
あ
る
。
事
業
実
施
体
勢
は
、

わ
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

保健 ・衛生第 2章

御三戸簡水浄水場

大川簡水浄水場

有枝共同浄水場

283 



53 

1，400 

255 

701 

57 56 55 

し尿投入実績調べ

54 53 52 

収集人口

収 集量

指 数

一一

火

場

284 

葬

火
葬
場
は
従
来
川
下
三
か
村
を
対
象
に
美
川

村
が
美
川
村
大
字
七
鳥
に
火
葬
場

「高
霊
殿
」

火葬場久万斎場

を
建
設
し
火
葬
処
理
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
後
火
葬
場
の
施
設
も
老
朽
化
し
検
討

さ
れ
て
い
た
と
き
、

久
万
町
の
火
葬
場
に

つ
い

て
も
同
じ
老
朽
化
と
い
う
こ
と
で
こ
れ

を
機

に
、
郡
内
四
か
町
村
が
共
同
で
火
葬
場
を
建
設

運
営
す
る
方
向
で
協
議
が
整
い、

建
設
事
業
実

施
の
運
び
と
な

っ
た
。

字
笛
ケ
滝
の
山
の
中
に
、
火
葬
場

「
久
万
斎
場
」
が
建
設
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
事
業
は
、
上
浮
穴

そ
こ
で
五
四
年
度
に
は
、
久
万
町
大
字
菅
生

て
い
る
。

生
活
環
境
事
務
組
合
が
実
施
主
体
で
あ
り
、
以
降
の
事
業
運
営
に
つ
い
て
も
同
組
合
運
営
と
な
っ

こ
の
新
し
い
斎
場
は
、
す
べ

て
近
代
的
な
設
備
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
規
模
と
し
て
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
平
屋
建
て
と
し
、

敷
地
面
積
に
し
て
二
三

O
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、

建
て
面



58 

50 

度 1 55 1 56 1 57 1 

数 1 29 1 44 1 37 I 

年

判二

の
拡
大
と
逆
に
、
自
然
林
野
面
積
の
減
少
に
よ
り
自
然
環
境
が
変
化
し
、

鳥
獣
類
の
生
息
に
は
悪
条
件
と
な
り
、
自
然
的
に
鳥
獣
類
。

畜
犬
に
は
愛
、
が
ん
用
、
番
犬
、
狩
猟
犬
な
ど
の
目
的
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
よ
う
な
人
工
林
野

積
二
三

0
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
二
基
の
炉
を
有
し
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
待
合
室
及
び
売
庖
な
ど
も
設
置
さ

れ
て
お
り
近
代
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
建
設
事
業
費
は
六
四

O
O万
円
、
そ
の
財
源
内
訳
と
し
て
は
ま
ず
起
債
四

三

五

O
万

円
、
関
係
四
か
町
村
負
担
金
二

O
五

O
万
円
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
な
お
最
近
の
本
村
の
斎
場
利

用

状

況

は

表
幻
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

四

畜

犬

登

録

特
に
鳥
類
の
減
少
が
著
し
く
、

し
た
が
っ
て
猟
師
と
と
も
に
狩
猟
犬
に
お
い
て
も
、

減
少
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
。
逆
に
愛
が
ん
用

犬
、
が
そ
の
率
に
つ
い
て
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
畜
犬
の
登
録
数
に
お
い
て
年
々
減
少
し
て
い
る
。

ま
た
野
犬
及
び
不
用
犬
の
買
上
げ
は
一
頭
五

O
O円
と
な
っ
て
い
る
が
、
都
市
部
の
よ
う
な
野
犬
も
多
く
な
く
、
毎
年
春
秋
二
回
の

予
防
注
射
の
成
果
も
あ
り
、
野
犬
に
よ
る
被
害
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
現
状
に
あ
る
(
表
お
)
0

保健・衛生

第
五
節

第 2章

母

子

保

健

妊
産
婦
の
検
診
、
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美
川
村
母
子
健
康
セ
ン
タ

ー
は
、
母
子
保
健
あ
る
い
は
助
産
施
設
と
し
て
四
一

年
四
月
に
開
始
さ
れ
、

乳

児

検



表28 畜犬登録及び狂犬病予防注射実施状況

ぷ
狂犬病予防注射 野 犬 対 策

登録 数

日IJ 期 買 上|薬殺等 | 計

51 359 330 320 56 25 81 I 

52 339 309 294 44 43 87 

53 340 304 306 48 27 75 

54 331 296 292 21 20 41 

55 301 292 268 38 37 75 

56 275 261 242 29 31 60 

57 263 255 236 28 39 67 

58 279 249 354 18 23 41 

表29 美川村助産所利用状況

むよ到 51 1 52 1 53 1 54 1 55 ， 56 1.57 1 58 1 計

人
109 

一 般入所 13 18 16 16 90 

5十 199 

いむ月よこか 診
るなき 三つろら

一 て で 措置も 務助産業表に 日施あ
29 至を 設 る

。り、ものが所入
つ利、 に

保健部門の 助産部門て 用数少者なもく 過疎化特、 あもり、 村は内もと

みは に利用 と

が休止す 若者 れさ よ

運営き 五 の て り

れて やのる 年=九 流出に たいと 郡外内
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